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韮崎支部（韮崎市自動車事業協議会）が、「災害時における緊急応援活動の実施等に関する協定」

を韮崎市と締結しました。 

 

〔協定の概要〕 

大規模災害が発生した場合に備え、自主防災組織の保有する資機材の点検整備や車載式ジャッ

キの無償提供をはじめ、災害時には通行の障害となる車両の移動・排除などの支援を目的に、「災

害時における緊急応援活動の実施等に関する協定」を締結。 

〔締結式〕 

１．日時  平成３０年３月１２日(月) １３：３０ 

２．場所  韮崎市役所 市長室 

３．協定書への調印者（署名） 

   「災害時における緊急応援活動の実施等に関する協定書」 

韮崎市          内藤久夫 市長 

韮崎市自動車事業協議会  岩下高明 会長 

４．締結式出席者 

   韮崎市自動車事業協議会（会員数  １５工場） 

会 長  岩下高明     副会長  内藤公明    会 計  山寺 誠 

     監 事  久保田満男     顧 問  山本栄一 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

韮崎市と「災害時における緊急応援活動の 

           実施等に関する協定書」を締結  

協定書への署名  締結式出席者 

〓業界情報〓 
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１．日 時  平成３０年５月２９日（火）１６：００ 

２．場 所  振興会会議室 

３．出席者  雨宮会長、大久保副会長、出羽副会長、五味監事、斉藤監事、平井委員、 

        井上委員、義見委員、中沢委員、久島委員、佐野委員、桑原委員、 

              内藤委員、鈴木委員、石原幹事、斉木幹事 

事務局：山下部長、名取課長 

４.会議事項  ①全体会議開催について 

       ・全体会議当日の日程、進行等について 

       ・全体会議提出資料の確認について 

       ②その他 

 

 

 

指定整備事業協議会全体会議が下記により開催されます。当日は、多くの方のご出席をよろし

くお願いいたします。 

 

 １．日 時  平成３０年６月２１日（木）１５:００ 

 ２．場 所  (一社)山梨県自動車整備振興会 大講堂 

 ３．全体会議 

  （１）平成２９年度事業報告の承認について 

   （２）平成２９年度決算報告の承認について  

監査報告 

（３）平成３０年度事業計画(案)の承認について 

（４）平成３０年度収支予算(案)の承認について 

（５）その他 

 

 

 

指定整備事業協議会研修会が下記により開催されます。当日は、多くの方のご出席をよろしく

お願いいたします。 

 

１．日 時  平成３０年６月２１日（木）１６:００ 

 ２．場 所  (一社)山梨県自動車整備振興会 大講堂 

 ３．講 師  関東運輸局山梨運輸支局 市川陸運技術専門官 

        関東運輸局山梨運輸支局 濱口整備部門事業担当官 

４．内 容  指定整備事業の公正な業務運営の徹底について 

 

 

 

指定整備事業協議会の活動について 

指定協委員会が開催されました。 

指定協全体会議が開催されます。 

指定協研修会が開催されます。 
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国土交通省より、全国共済農業協同組合連合会（ＪＡ共済連）等が発行する自賠責責任共済証明

書の共済期間が正しく表示されない事案が発生している旨の情報が、次のとおりありましたのでご

連絡します。 

 
1．ＪＡ共済連が発行する自賠責の保険期間が正しく表示されない事案が発生した場合 

当該自賠責を確認した場合の保安基準適合証（紙）の自賠責保険期間については、 

１年→平成３１年、２年→平成３２年、３年→平成３３年、４年→平成３４年 

と読み替えて記載してください。 

 

2．現状と当面の取扱いについて 

①元号が正しく表示されないのはＪＡ共済取扱い事業者のうちPC オフラインシステム 

を使用、かつ、Windows10 を使用している場合に限り発生。 

※証明書の発行は（ⅰ）全国オンラインシステム、（ⅱ）PC オフラインシステム、 

（ⅲ）手書きの３種類 

②この場合に新元号発表以降にWindows10 のバージョンUP を実施すると、元号政令の 

施行によらず新元号が印字されると予想されている。 

③今後の具体的な取り決めは、ＪＡ本部と本省で文書により行い、全国には追って正式 

に周知する。 

④車検業務については、③周知の実施までの間は以下により取扱う。 

 

3．全国の検査窓口での具体的な対応方法 

例：読替（保険証書に記載されている共済期間「年」に関する読替え） 

［証書記載］   ［読替］ 

１年  →  平成３１年 

２年  →  平成３２年 

３年  →  平成３３年 

４年  →  平成３４年 

※月日は記載のとおり読む。 

※これ以外の記載が確認された場合は、自賠責証書に疑義のあるものとして取り扱う。 

 

4．その他 

電子自賠責情報については西暦で処理されているため、現在のところ各システムへの影 

響は確認されていません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

全国共済農業協同組合連合会が発行する自賠責共済証明書の共済期間に記載 

された元号及び年について（情報提供） 
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国土交通省では、平成３０年５月１日より、タカタ製エアバッグに係るリコール未改修車両につ

いて、車検で有効期間を更新しない措置を講じているところですが、本措置の開始以降、全国で２，

４６４台(５月１８日現在、軽自動車含む。)の車両が車検更新停止となっている状況から、下記の

とおりプレスリリースされましたのでお知らせいたします。 

つきましては、ユーザー等から車検の依頼を受けた際は、リコール未改修車両でないことを事前

に検索システムで確認すること及びリコール未改修車両である場合は車検の申請前にリコール改

修を実施することについて、再度徹底したご確認をよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

タカタ製エアバッグ特例告示対象車両の早期改修及び車検受検前 

の事前確認徹底の再周知について 
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国土交通省では、分解整備記録簿及び指定整備記録簿の電磁的記録の作成・保存に関する取扱い

を定め、下記のとおり山梨運輸支局より通知がありましたのでお知らせいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指定整備記録簿等に係る電磁的記録の保存に関する取扱いについて 
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国土交通省より、大型車のホイール･ボルト折損等による車輪脱落事故について、平成23年の11件

を底値として近年増加傾向にあることから、事故防止に向けた｢緊急対策｣を実施する旨の通知があ

りましたので、お知らせいたします。 

 大型車の入庫の際は下記｢徹底事項｣の確実な実施につき、ご協力をいただきますようお願いいた

します 

【徹底事項】 

・インパクトレンチを用いてホイール･ナットを締付ける際は、締過ぎに注意し、最後にトルクレ

ンチ等を使用して必ず規定トルクで締付けること。 

・ホイール･ナットの規定トルクでの締付け及びホイールに適合したボルト及びナット         

の使用の実施。特に脱落の多い左後軸のタイヤについては重点的に実施すること。 

・入庫する大型車のユーザーに対して、車輪脱落事故防止のための4つのポイント※について周知。

特に脱落の多い左後軸のタイヤについては徹底的に実施するよう啓発すること。 

・特にタイヤメーカーにおいては、自社製品の流通経路を活用し、タイヤ販売事業者に対してホイ

ール･ナットの規定トルクでの締付け及びホイールに適合したボルト及びナットの使用について

周知。特に脱落の多い左後軸のタイヤについては重点的に点検を実施するよう啓発すること。 

※以下の4項目 

1.ホイール･ナットの規定トルクでの確実な締付け 

2.タイヤ交換後、50～100km走行後の増締めの実施 

3.日常(運行前)点検における確認 

4.ホイールに適合したボルト及びナットの使用 

大型車の車輪脱落事故防止のための緊急対策の実施について 

継続検査等申請書への整備工場コードの記入について 
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機器定期点検と校正のお知らせ 
 

受検者の皆様には日頃、審査業務にご協力 

いただきありがとうございます。 

この度、審査機器の定期点検と校正に伴い 

以下の日程で審査コースを閉鎖いたします。 

ご迷惑をお掛けしますが、ご理解とご協力 

をよろしくお願いいたします。 
 

【コース閉鎖日程】 

６月４日(月)・定期点検 

 午前：４コース 午後：２輪コース 

 

６月５日(火)・校正 

午前：５コース 午後：２コース 

 

６月６日(水)・校正 

 午前：４コース 午後：３コース 

 

６月７日(木)・校正 

 午前：２輪コース 

独立行政法人自動車技術総合機構 

関東検査部山梨事務所 
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【内容】車検後にＡＴシフトレバーが動かなくなった 

・車名：軽自動車  ・登録年月：平成２６年  ・走行距離：２４，０００ｋｍ 

・相談日：平成２９年２月３日 

＜経緯＞  

・平成２９年１月中旬に車検を終え、後日入荷のエアクリーナーを交換。 

・数日後、運行操作中にＡＴシフトが入らなくなり、場の危険を回避した。 

・車検整備を実施した整備工場へ連絡したところリコールと言われ、ディーラーまで自 

費保険付 帯のレッカーで搬送した。 

・ディーラーでは、エンジンルーム内のＡＴシフトロッド部に交換済のエアクリーナー 

が噛んで ロック状態との回答であった。 

・工場の本社兼務の店長がお詫びのため自宅へ訪問された。 

 ＜相談内容＞ 

 ・金銭等の要求ではなく、即座に状況を確認してくれず、リコール扱いの対応について 

整備工場 への不信感を相談窓口へ投げかけられ、今後、他のユーザーの為にも指導 

して頂きたいとの相談依頼。 

【対応】 

・状況が事実であれば、整備工場へ指導する旨約束した。 

・整備工場へ状況と再発防止を確認したところ、交換済みエアクリーナーをエンジンル 

ーム内に 取り残したのは事実、電話応対がサービスフロントマンではなく営業フロ 

ントマンが対応した 初期対応の不備について反省の意が伝えられた。 

・再発防止については、①社を挙げて周知を図った、②交換部品箱を設置した、③伝票 

類で再確認ができるようにした、との回答であった。 

・交換した部品は消費者の財産なので、交換部品袋等を活用し、持ち帰り又は産廃処理 

の２者選択の現物提示で了解を取り付け、カウンター越しに消費者が見えないところ 

を見える化。また、大きな部品は交換部品置場で実物を見せて請求するよう指導、 

また、交換した部品や工具はキャディへ置く習慣とすべき指導した。 

・相談者へ整備工場の反省の意と再発防止が図られた旨報告を行い終了した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全国の整備相談所に寄せられた整備相談事例 Vol.77 
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ワイパーラバー、ブレード交換について 

 露の時期になりワイパーを使う機会が増えてきました。                

ラバー交換のみだけではなく、ブレードも交換する必要があります。 

■ラバーのみ交換 

 ラバー交換のみの交換を繰り返すと、その間にワイパーフレームが劣化しガタツキガが発生

し、ラバーを適切に保持できなくなることで、払拭性能の早期悪化を招くことがあります。 

 

 

 

 

 

 

 

■ワイパー交換のタイミング 

 フレームの劣化は、ブレードをワイパーアームから取り外し、リベットの緩みによるガタツ

キの有無を、目視や触手、振って生じる音などで点検して下さい。 
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